
 
 

第 12 次横浜市消費生活審議会 

第２回施策検討部会 

 

議事次第 
        

令和元年７月 19日(金) 15時 00分から 

                   関内中央ビル ５階 特別会議室 

 

 

１  開  会 

 

２ 議  題 

(1) 会議録確認者の選出について 

(2) 若年者の相談分析について 

(3) 市立高校家庭科教員へのアンケート結果について 

(4) その他 

 

３ 閉  会 

 

 

【配布資料】 

資 料 １ 第 12次横浜市消費生活審議会施策検討部会委員名簿 

資 料 ２ 若年者の相談分析について 

別 紙 １ 平成 28年度消費生活相談の動向（抜粋版） 

別 紙 ２ 2019.６ 国民生活 特集「若者の消費者トラブルを防ぐには」 
 資 料 ３ 市立高校家庭科教員へのアンケート結果について 
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若年者の相談分析について 
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資料 ２ 

１．第１回部会でいただいたご意見に基づく相談分析の結果について 

(1) 18歳、19歳の相談が少なく、20歳になると一気に相談が増える理由は何か？ 

 
 
 
 
 

 
 
（参考１） 

〇未成年者は、アダルトサイトやオンラインゲームなどのネット関連の相談が中心だが、 
20 歳を超えると「不動産貸借」「エステサービス」「インターネット接続回線」「携帯電話 
サービス」など実際に契約当事者として契約し、トラブルに遭っていることが分かる。 
（P30,31 / 表 20・21） 

 
〇20 歳代では、販売形態別にみると、店舗販売、訪問販売（アポイントやキャッチ）、マル 
チ・マルチまがいでのトラブル増が未成年者に比べ増加する。（P32 / 図 25） 

 

〇20 歳代では、支払方法別にみると、クレジットカード等の販売信用の割合が未成年者に 
 比べ増加する。（P34 / 図 28） 

 
〇20 歳代では、販売方法・手口等でみても、未成年者に比べ、実際の契約行為に絡み、問 
 題の多い勧誘を受ける割合が増える。（P37,38 / 表 23・24） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【結果】（別紙１）平成 28 年度消費生活相談の動向（抜粋版）より 
 成人を迎えることで、親権者の同意なく自分の意思で契約できるようになり、契約

の機会が増加することや年齢が増加するにつれて行動範囲が広がるとともに、消費活

動の幅が広がることが要因の一つであると推察される。 
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(2) 18歳、19歳の相談のうち、「親の同意がある契約」と「親の同意がない契約」に解決率等 

 の違いはあるのか？ 

 
 
 
 
  
 
※ 消費生活相談の情報が登録されているＰＩＯ－ＮＥＴでは、相談員が相談を登録する際、 

あらかじめ指定されたキーワードを付与することになっている。未成年者の相談について 
は、「同意の有無」というキーワードはないため、統計的な数値を調べることは難しい。 
その他、「未成年者契約」というキーワードが設定されており、「未成年の契約であるこ 

とが問題になっている」場合に付与する決まりとなっている。 
 

（参考２）18 歳・19 歳のうち、「未成年者契約」のキーワードが付与されている相談件数 
 平成 29 年度 平成 28 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 平成 25 年度 

KW 付与あり 100 件(44%) 98 件(35%) 89 件(28%) 75 件(26%) 55 件(19%) 

全相談件数 225 件 279 件 317 件 284 件 291 件 

 
 
（参考３）「未成年者契約」のキーワードが 付与されている 相談事例 
 高校生の娘が、３月初めに私に無断でデオドラントクリームをネット通販で購入した。代金は

コンビニ払いだがまだ支払っていない。しかし高校生には高価なので業者にキャンセルを申し出

た。しかし、往復の送料と手数料を負担するよう案内されたが、納得できない。商品は未開封な

うえに通販サイトには返品を受け付けると記載されている。 
 
 
（参考４）「未成年者契約」のキーワードが 付与されていない 相談事例 

ネット通販で自転車を注文し代金を振込みしたが、商品が届かない。後から、ネットには業者

が詐欺業者との書き込みがあるのに気付いた。業者の電話番号は不明で、口座名義人名は中国人

のようだった。 
 
 
(3) 18歳、19歳と 20歳の相談解決率に違いはあるのか？ 

  
 
 

 
 
 

【結果】 
センターの相談記録からは、統計的な数値を出すことはできない。 
（相談記録に、同意の有無についての記載が、必ずしもあるわけではないため） 

【結果】 
 相談の約９割は、「助言」で終了しているため、統計的な数値として「解決率」を示

すことは難しい。 
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２．「未成年者取消権」について、助言をした相談（平成 30年度の相談）について 

【表１】 「未成年者取消権」について、助言した件数とその割合 

契約者年齢 相談件数 
うち「未成年者取消権」 

を助言した件数 

「未成年者取消権」 

を助言した割合 

11 歳以下 27 12 44.4% 

12-14 歳 50 31 62.0% 

15-17 歳 121 63 52.1% 

18 歳 72 31 43.1% 

19 歳 88 29 33.0% 

計 358 166 46.4% 

 

 

 

【表２】（未成年者取消を助言した１６６件について） 

販売形態ごとの件数とその割合 

販売形態 件 数 割 合 

店舗購入 21 12.7% 

訪問販売 5 3.0% 

通信販売 131 78.9% 

マルチ・マルチまがい 4 2.4% 

電話勧誘販売 2 1.2% 

不明・無関係 3 1.8% 

計 166 100.0% 

 

 

 

 

 

 

【表３】 

（「未成年者取消権」を助言した１６６件について） 

商品役務別件数 

商品役務名 件 数 

デジタルコンテンツ 54 

健康食品 29 

基礎化粧品 10 

他の化粧品 10 

エステティックサービス 5 

その他 58 

計 166 

 

※ 「処理結果概要」に「未成年」「取消」「取り消」の文字列が含まれるもの。 

・「店舗購入」や「通信販売」など、本来であれば、取消しが難しい契約の場合に、「未

成年者取消権」について助言している割合が多い。 

・商品役務別では、デジタルコ

ンテンツ（情報商材）のほか、

健康食品や化粧品などの定期

購入に関する相談について、

「未成年者取消権」を助言して

いることが多い。 
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（参考５）「未成年者取消権」により、解決できた相談事例 

ア 転売ビジネスの解約について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 イ 定期購入となっていた化粧品の解約について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談事例】 
未成年の息子は、ネット広告に「スターターキットコース 500 円」と記載されていた化粧

品を試してみようと思い購入したと言う。後日、商品が届き、コンビニ振込みで支払ったが、

約１週間後に同じ化粧品セットの通常サイズが届いた。息子が販売サイトに問い合わせると、

「スターターキットコースは、以後４ヶ月分のご利用をお約束頂いております。」と言われ、

改めてネットの広告を確認すると、小さな文字で「４回以上の購入が必要である」と記載され

ていたが、申込み時には気が付かなかったと言う。通常サイズの価格は１ヶ月分 7,200 円だ

が、息子は定期購入であると分かっていたら、申込みはしなかったと言うので、２回目に届い

た通常サイズの化粧品を返品し、解約したい。 
【センターの処理】 
契約当事者が親権者の同意を得ずに契約し、契約金額が小遣いの範囲を超えていると思われ

るのであれば、事業者に未成年者契約取消通知を記録に残る方法で送付するよう伝えた。 
後日、相談者が夫と連名で事業者に未成年者契約取消通知を送付した。その後、相談者から

電話があり、「無事、解約できました。」とのことで、相談終了とする。 
 
 
 

【相談事例】 
19 才の大学生である。中学校時代の友人に呼び出され、転売ビジネスのノウハウを提供す

るデジタルコンテンツの購入契約を交わして、初回１万円の登録料と２年の契約期間でコンテ

ンツ利用料として毎月２万円を支払う契約を交わした。支払いのうち登録料 10,800 円は、直

接友人に支払ったが、それ以降は毎月決済代行会社にクレジットカードで支払うことになって

いた。業者Ａから提供される情報の中には、中国の輸入代行業者名Ｂもあり、私が中国の商品

を選択し、その商品を代行業者Ｂが代金を支払って受け取り、検品後に日本に送ることになっ

ていた。その後、商品代金に代行業者Ｂの手数料を上乗せして、決済代行会社経由で支払うこ

とになっている。ところが代行業者Ｂは、私が選んだ商品を発送せず、一向に約束を守らない

ので、その旨を業者Ａに申し出て、決済代行会社の決済を止めるように求めたが何も対応して

くれない。業者Ａも代行業者Ｂも信用できないので、解約したい旨を申し出て返金を求めたが

応じてくれない。また契約書面には、契約期間中の解約には 129,600 円かかると記載されて

いる。どうしたら良いか教えて欲しい。 
【センターの処理】 
相談者は未成年者だったため、相談者から業者Ａ宛に未成年者契約取消通知を送付し返金を

求めることとした。ところが後日、未成年者契約取消通知が宛先不明で戻ってきたとの報告が

あった。業者Ａの連絡先がわからなかったため、センターから決済代行業者に架電して、未成

年者契約取消通知が戻ってきて返金されないことを伝え、業者Ａの連絡先を教えるよう求めた

ところ、連絡先は教えられないが決済代行業者から業者Ａにセンターに電話するよう伝えると

のことだった。後日、業者Ａからセンター宛に連絡があり、未成年者契約取消通知が返送され

てきたことを伝えたところ、契約取消と返金に応じるとの回答があり、その後相談者より口座

に返金されたとの報告があった。 



平成28年度　消費生活相談の動向

横浜市消費生活総合センター

【本編】

01111284
テキストボックス
【  別  紙 １】
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特集

著者の消費者ドラフ、ルを防ぐには
一受け手の立場から考える“伝わる情報発信”ー

正璽函若者に聞く！
知りたい情報・伝わる情報

特集

若者の消費者被害防止のため、自治体や公的機闘がウェブサイトやSNSで発信する情報は、若者に届い
ているのでしょうか。どのような情報発信をすれば効果的に若者に伝わるか、そのヒントを探りました。

ri盟白

Hさん（社会人2年目の女性）

職業はコピーライタ一。話

題の映画を見たり気になっ

たお店を訪ねるのが好き。
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5さん（社会人2年目の男性）

ネットワーク関連の仕寧

（筏術職）に従寧。パソコン

やインターネットが好き。

． ー…．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・‘・・・・................................・・・・・・・・・・・・.・・・・・・・1・・・・・・・・.....................・・・・・・・・.....・・・・・・・.・・・・・・・・・・・・・・・.................・・・4・・・....・

情報収集に紙媒体It使わない

一一一皆さんは普段、 どのような媒体で情報を

得ているの？

(Blもう99%パソコンですねo

a露’紙媒体は、ほとんど見なし1。
mill僕はもう情報は完全にネット。
G冨，たまに業界雑誌とかは会社で読んだりす
るけど。紙媒体のものをそもそも買わない。

医鼠B本も全部電子書籍を買っちゃう。紙は邪
魔だしぇ買いに行くのも面倒だから、中身がど

うより、もう物体としてあんまり持ちたくない。

凪摺’趣昧で本を読むから、本は結構ある。た

だ雑誌とか新聞とかは電子版だし、 情報収集は

全部ネッ ト。

一一一一だいたい 1日どのくらいSNSとかネッ

トを見てる？

自摺’通算で1～2時間。YouTubeが、多いかな。

GI四 分かる。YouTubeは延々と見てる。お薦
めが出てくるからどんどん再生していって。

＠露’多分、 1時聞から2時間。

millテレビみたいな感覚で、 Twitterを表示
したり動画を再生しなが、ら何かしてるかな。

巴国， （よく使うSNSは）lnstagramとか。

鹿島 Twitterとlnstagramしかない。

Gm  Facebookはたまに開くけど、古い記
事が上がってきたり、投稿の多い人の書き込み

が多くて情報が見にくいというか、更新のされ

方が独特で、、そんなに見なし1。

－，あとNewsPicksとか。最近はLINEも

ニュースが流れてきたりとか。

一一一自分で、書き込んだり、投稿したりは？

Gm Twitterに1週間に数回するかな。
G留’ Twitterだけ1週間に伺固か。
鍋摺’投稿しないでほぼ見てる側かも。

mill学生の頃は結構ツイー卜してたかな。
CB，コメントはたまに。
g国’ 1）ツイートホ1のほうが気軽にできる。

詳しい長文よりも、
簡潔な情報を見肱べる

一一一一どんな情報をよく見る？

組摺’漫画かな。 Twitterとかでも最近漫画が

ひたすら投稿されてて。

cmあとイラストとか。
G冨’新しくできたカフェの新商品とか。 好き

本1他のユーザーのツイートをき｜用して、自分のアカウントから発信すること。

[J 
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特集 若者の消費者トラブルを防ぐには
一受け手の立渇から考える“伝わる情報発信”一

？ 《座都会》著者に聞く！知りたい情報・伝わる情報

な某ファッションアカウントめっちゃ見る。

Gm私の情報源はほとんどそこ。化粧品とか
好きなブランドのアカウントをフォローしてお

いて、新商品が出たらすぐキャッチできる状態

にしてる。美容にすごい詳しい人をTwitterで

フォローしてると、［こういう商品が、お薦めjと

か情報が流れてくるから、そういうのを見てる。

企業よりは個人をフォローするかな。‘m有名なインフルエンサ＿＊2のフォローか
ら始まって、その友人とつながって・・…・コメン

ト欄にその人達が書いたコメントが一通り出て

くる。コミュ二ティーを見ているような感じ。

鋸露’あと口コミめっちゃ見る。良いも悪いも

全部見てから買う。 裏事情も若干知っているか

ら。

Gm例えば、化粧品の口コミサイトとか。
一一一情報は、文字とか写真、動画とか、アニ

メとかどういう形式が好み？

鹿沼化粧品だったらYouTubeで「使ってみ

たjという動画を見るし、口コミも見るし、

Twitterで評判を何か調べたり、何でもする。

－情報を調べるとき、長文のブログとかは

もう見なし1。1人の人が詳しく書いてるものよ

りも、 10人が、簡潔に書いているものを見るかな。

g霊園 そうだね。数を見るほうが多いかも。あ
と長文を読むのが面倒くさい。文章の量が多

かったら「ああ、もういいかなjみたいな。

一一一どのくらいの霊だと読まない？

＠盟，a留’1スクロール超えると読まない。
高校生から大学生になるときの
ほうが変化は大きかった

『一一一少し話題が変わるんだけど、未成年じゃ

なくなったときってどんな感想を持った？ 未

成年の契約取り消しができなくなるとか、意識

したことはある？

G露’全然ない。‘mお酒が買いやすくなったぐらい。
Gm関係あるのって、バイトを始めるとか、

何か契約を結ぶとさとかくらいた、ったし。

信摺’高校生から大学生になるときのほうが、大

きかったと思う。

－クレジットカードが使えるようになったの

が大きかった気がする。

一一一学校の授業とかで消費生活に関連する知

識って教わった？

Gm中高あたりで多分、クーリング・オフは
勉強したかな。

錨摺，あと返品については超やるけど、他はo

Gm力ラコンの事故はニュースで、見たかも。
一一一将来的にするだろう契約については？

a冨’家とか？ 保険の掛け捨てとか確定申告
とか高校で教えてほしかった。

一一一未成年者の行った法律行為は取り消すこ

とが、で、きる、とかについては？

OD聞いたことはあるな、みたいなo
－簡単な冊子とかが配られたかもしれない

けど、多分記憶に残らないよね。

一一一erくらしの豆知識＊3 Jを渡して）これは
どうかな？

Gmこういうの教科書た、ったら役に立つと思
います。

行政機関のアカウントは
自らアクセスしない

一一一うちみたいな公的機関や行政機関のアカ

ウントってフォローしたことある？

－正直、ないかな。

m，伺かとっつきにくいというか、見ても、
［あ、うんJみたいな。
OD用事が、あって調べて、たまたま出てきて、
そこで情報を収集することはあっても、フォ

ローして定期的に見るみたいなことはないな。

－ 何かあってから見に行くって感じ。確定

申告の時期に税務署のサイトとか。

一一一くまモンとかのゆるキャラがきっかけで

ちょっと見てみようって思ったりは？

(&Iフォローまではしないかな。

*2 世間の消費行動に大きな影響を与える人のこと。 * 3 http:/ /www.kokusen.go.jp/book/da ta/mame.h tml 
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特集 若者の消費者トラブルを防ぐには
一受け手の立弱から考える“伝わる情報発信”一

？ 《座畿会》若者に聞く！知りたい情報・伝わる情報

OD僕はゆるキャラが面白ければ見る。
一一一例えば島根県消費者センターで、 「だま

されないゾウくんjっていうキャラクターを

使って、SNSで啓発＊4してるんだけど。

包囲（ぺージを見て）すご 開除去二
た1摩されないゾウ〈ん

いいい。ちょっとこれは記

憶に残る……1

6冨’ I消費生活センタ－J
とかだけより絶対いい。

Gmこれはじわじわくる＊5。キャラがあっ
たほうが、とつつきゃすさは絶対あるし！

6冨’「全部有り難く読んでるぱおよJとか、す
ごい面白い。

mgこれは好きだな。
一一一他にも例えば某家電メーカーのアカウン

トの中の人みたいなものはどう？

Gmあのアカウントの人は面白いよね。すご
いパズ、ってる＊6 0 

a摺’ほかの企業同士で会話したり。菓計測機
のメーカーとめっちゃ仲いい。

一一一そういうアカウントってやり取りするこ

とはある？

留摺’それこそ気に入ったときに、「いいねリ

とかすることはあるけど。

(SIでもリプライとかはしない。

Gmコメントは結構、ハードルが高いよね。
みんなが見てるし、ちょっと。

消費生活センターに電話するのは
震終手段まずは自分で調べる

一一ーものを貰うときとか、 SNSを含めて相

談する棺手っている？ 高額だから親に少し話

そうかなとか。

Gmパソコンとかは買いたいってなったとき
は、多分詳しい子には聞きに行ったりする。親

も分かんないし。

G露’店員さんに聞いちゃう。
留冨’家族とか友人より、 専門家とか知識があ

る人に聞くんだよね。

一一一そういう専門家の助言だと受け入れやす

い？

mg誰がしゃべっているかによるかな。
白摺’その人の肩書次第というか。

mgそうそう。情報を見るときって、「この人
はこう言ってるんだなJっていう視点、で、見るか
ら、複数を見比べて調べたり。

一一一消費生活センターに相談したことはあ

る？ もしくはまわりにそういう人はいた？

6国’私の会社の同期の子が一人暮らしなんだ
けど、 「うちの回線に乗り換えたら安くなるJみ

たいな押し売りが来て契約しちゃったことが

あって。使ってみたらすごい通信速度が悪くて、

解約金も6～7万すると。最初はネットマ散々

検索して、それで消費生活センターに結局連絡

して解決したって話を聞いたことがある。私も

一人暮らしで近くに親もいなかったら、多分そ

ういう窓口に電話するかも。

信誼’あとは、被害額が大きいかどうかかな。

1万を超えたら、絶対に死ぬまで戦う。

Gm  1万円を超えると、やっぱり痛いかな。
そういえば私の行ってるヨガで「2カ月間半額j

みたいなキャンペーンがあるんだけど、条件が

あったり、解約すると料金が上乗せされたり、

システムが分かりつ、らかった。

(S，あと家を借りたとき、事故物件なのに書

類に書いてあるだけで＼しかも1年住むと翌年

賃上げになるとか全然説明されなかった友達も

いた。

一一一相談するか自分で解決するか、判断基準

がある感じかな。消費生活センターとかには電

話しづらい？

(S，まあ電話するって大こ、となんですよo

g盟’ 最終手段みたいな。
鋸露’体調不良とかと一緒で、おなかが、痛かっ

たら取りあえずトイレに行くし、最初から救急

車は呼ばないのと同じかな。取りあえず自分か

* 4 Twitter https://twitter.com/Shimane_CIζFacebook https:/ /www.facebook.com/Shimane.CIC/ 
*5 しばらく見ているうちにだんだんと笑いがこみ上げてくること *6爆発的に話題が絡敏するさま
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特集著者の消費者トラブルを防ぐには
一受け手の立渇から考える“伝わる情報発信”一

γ 《座談会》若者に聞く！知りたい情績・伝わる情報

ら調べて、それで、3,000円とか少額だったら

泣き寝入りしたこともあるし。

omなんか知り合いが被害にあって「自分も
気をつけようjみたいな感じになることはある

けど。

一一一消費生活センターというものがあること

自体は知っていた？

omそれ自体は勉強して知ってた。
(Bl多分、みんな知っているけど使ったこと

がないだけ。

毎回，僕らはまず「自分で調べようjと思う。そ

こは多分世代のギャッブがあるんじゃないかな。

むしろ調べず、に人に聞くのってど、うなの？ って

思うぐらい。

．トラフ＇JL,にあったとき、具体的

に何をすればよいか知りたい

一一一例えば興昧を持って見たぺージ、に、関連

した啓発情報が広告で出てきたら見る？

a摺’対象とする人に合った広告じゃないとあ
んまり効果はないんじゃないかな。ターゲ、ツ ト

をあえて絞ったほうカマ効果が高いと思う。

gaそれより、調べに行ったときにすぐ欲し
い情報につながるほうがありがたい。あとぺー

ジの見出しは「00センタ－Jとかよりも「こん
なときはこうするjみたいなほうがいいかも。

om自分を助けてくれそうな見出しを、みん
な多分クリックするし。

巴冨’実際自分と同じインシデントを体験して

いる人のほうが何か信頼感があって。その人が

解決に至ったまで、のプロセスを書いてくれてい

るものは、消費生活センターに「私たちに相談す

れば大丈夫ですよjと言われるよりも参考にする。

それと、PDFじゃなくてぺージに直接記載し

てすぐ見れるほうがいいかな。ワンクリックし

て聞けるか開けないかつて、結構そこで見るか

やめるか変わってきちゃう。

om多分トラフ、ルがあったとさって一刻も早
く情報が出てきてほしいみたいなのもある。あ

とは「188Jとか、電話番号をタップすればその

まま発信できるようにしてほしい。

f:m Twitterだとアカウン卜名も、「00セ
ンターjとかじゃなくて、「1人暮らしお悩み

Q&A集jとかにしたらどうかな。

一一一時若者向けの専用のアカウントにして、そ

こにどんどん載せるとか？

omあと画像にしておけばTwitterから保存
できるから、伺かあったときに見れる。

一一一画像で、保存することは多い？

(Bl結構多い。あと調べてスクショりもする。

一一一面白いと感じたら、その画像を，Twitter

で上げることもある？

直鼠，あると思う。

一一一 チャットで相談で、きたほうがいし、？

f:mチヤツ トじゃなくていいと思う。
GIDFAQみたいないろいろと情報が書いて

あるものがあったら、すごい助かる。

(B，ただ文字が多いと、絶対に読まない。解

説とかを求めているんじゃなくて、どうしたら

いいのかを求めてるから。「これはこうこう、

こういう理由でこうなっているんですけれど

もjといよう説明を見るより、「ここに電話してこ

ういうことをこういう人に相談しでくださいj

みたいな、具体的な実行動の解決先を載せてく

れたほうが、ありがたいな。

届国Bあとはスマホで見たときに字が小さいと、
回答があったとしても、探すのが面倒。 ・

G露’ウエブ、サイトも使いやすいように、 動線
をもうちょっと改善したり、実際に画像とかパ

ナーを作ってトラブルのカテゴリー別に分けた

だけで＼全然見え方が違うんじゃないかな。多

分スマホを想定して作っていないのも多いし。

面回’相談したい項目、トラブルの種類をポ

チっと押したら展開するとかのほうが若者的に

はうれしい。

om若者的に言うと、わがままだけど、やっ
ぱりスマホで見ることが多いからね。

*7 スクリーンショットの略。表示されている画面の内容を画像として保存すること。
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市立高校家庭科教員へのアンケート結果について 

【概 要】 
 市立高校（９校）の家庭科教員を対象に、家庭科における消費者教育に関するアン

ケート調査を実施（回答：20 名） 
 
 
【アンケート項目】 
 １．現在、行っている消費者教育に関する授業について 

1-1. 家庭科の授業で消費者教育分野を教える時期 ＜Ｐ．１＞ 
1-2. 家庭科における、消費生活分野の授業に関する生徒の興味・関心 ＜Ｐ．１＞ 

 1-3. 家庭科で、消費生活分野を扱う授業の時間数 ＜Ｐ．２＞ 
 1-4. 家庭科における、消費生活分野の授業で使用している教材 ＜Ｐ．２＞ 
 1-5. 1-3 の授業以外で、消費者教育に関し取り組んでいること ＜Ｐ．３＞ 
 
 ２．家庭科の授業における、講師派遣や講座の利用状況について 
 2-1. 市、企業、団体等の講座（講師派遣）等の利用状況 ＜Ｐ．４＞ 
 2-2. 講座の主体や内容を知ったきっかけ ＜Ｐ．４＞ 

 2-3. 2-2 の講座内容について ＜Ｐ．５＞ 

 2-4. 講座等を利用しなかった理由 ＜Ｐ．５＞ 

 
 ３．学習教材について 
  3-1. 今後、授業で使用したい教材 ＜Ｐ．６＞ 
 3-2. 消費者教育に関する教材で希望するテーマ ＜Ｐ．７＞ 
 
 ４．消費者教育の現状認識や課題等について 
 4-1. 生徒の消費者被害の把握方法について ＜Ｐ．８＞ 
 4-2. 消費者教育の必要性と現状について ＜Ｐ．８＞ 
 4-3. 成年年齢の引下げを踏まえた消費者教育推進の課題 ＜Ｐ．９＞ 
 
 ５．消費者行政への要望・意見について 
 5-1. 消費者行政への要望や御意見について ＜Ｐ．10＞ 
 
 
【アンケート集計結果】 
 次ページ以降 

資料 ３ 



 

1 
 

１．現在、行っている消費者教育に関する授業について 
 
  

・「２学年の４月～５月（１学期）」、「１学年の２月～３月頃」、「２学年の 10
月～３月」の回答が多く、ほとんどの高校で、18 歳になる前に消費者教育分

野に関する授業を実施していることがわかる。 

・半数が「他の分野と比べて、興味・関心は特に変わらない」とした一方、

６人が「他の分野と比べて、興味・関心が高い」と回答 
・また、「興味関心に個人差を感じられる。」との意見もあった。 

0

1

3

6

10

人 2人 4人 6人 8人 10人 12人

その他

どちらとも言えない

他の分野と比べて、興味・関心が低い

他の分野と比べて、興味・関心が高い

他の分野と比べて、興味・関心は特に変わらない

1-2.家庭科における、消費生活分野の授業に対する生徒の興味・関心

（ｎ=20） 

6

7

4

1

1

1

人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人

1学年の２～３月頃

２学年の４～５月頃

（２学年の１学期）

２学年の10月～３月頃

２学年の１学期末及び２学期末

（長期休業の前）

２学年の４～７月、11～12月

３学年の９月頃

1-1. 家庭科の授業で消費者教育分野を教える時期

（ｎ=20） 



 

2 
 

  

・半数が「５時間未満」と回答 
・一方で、次に多い回答が「８時間」となっており、学校によって状況

が異なることがわかる。 

5%

70%

90%

95%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

リーフレット、パンフレット

映像教材（DVD等）

教科書

プリント

1-4.家庭科における、消費生活分野の授業で使用している教材 （複数回答）

（ｎ=20）

・「プリント」、「教科書」、「映像教材（ＤＶＤ等）」の使用についてはほとん

どの方が使用していると回答 
・「その他」として「『クレジットカードの申込書』を使用している」という

回答もあった。 

9

2 2

6

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

５時間未満 ６時間 ７時間 ８時間 ９時間以上

1-3. 家庭科で、消費生活分野を扱う授業の時間数

（ｎ=19） 

（人） 



 

3 
 

  

0%

5%

15%

20%

75%

0% 20% 40% 60% 80%

保護者への情報提供

その他

刊行物の作成・配布

特に取組は行っていない

校内へのポスター等の掲示

1-5. 1-3の授業以外で、消費者教育に関して取り組んでいること （複数回答）

（ｎ=20）

・「校内へのポスター等の掲示」という回答が一番多く、それ以外の回答も

含めると、８割の方が何らかの取組を行っていると回答している。 
・「その他」として、「他の教科の方で消費者教育関係を取り入れてもらって

いる」との回答もあった。 



 

4 
 

２．家庭科の授業における、講師派遣や講座の利用状況について 
 
  

・半数が「利用したことがない」と回答 
・「その他」は、本市消費生活総合センターが講師を務めた、高校教員向け

消費者教育講座（※30.8.20：教育課程協議会、H30.12.6：家庭科研究会）

への参加（授業での利用ではない） 
・「その他企業や団体等の講座を利用したことがある」と回答したのは６人 

・「その他企業や団体等の講座を利用したことがある」と回答した方は、「同

僚、知人等に聞いた」や「インターネットなどで調べた」と回答 
・「その他」として、「学校に講座のお知らせが届いた」、「夏季休業前に団体

から送られてきたパンフレットを見た」という回答があった。 

1

2

3

8

人 2人 4人 6人 8人 10人

インターネットなどで調べた

その他

同僚、知人等に聞いた

市消費生活総合センターから情報を得た

2-2. 講座の主体や内容を知ったきっかけ

（2-1.で「利用したことがある」と答えた方のみ回答）

（ｎ=10） 

※ 高校教員向け講座 

2-1 で「その他企業や

団体等の講座を利用

したことがある」と回

答した６人 

6

9

10

人 2人 4人 6人 8人 10人 12人

その他企業や団体等の

講座を利用したことがある

その他

利用したことがない

2-1.市、企業、団体等の講座等（講師派遣）の利用状況 （複数回答）

（ｎ=20）



 

5 
 

  2-3. 2-2の講座内容について 

（2-1で「利用したことがある」と答えた方のみ回答） 

【派遣団体や講座の内容】 
・公益財団法人 生命保険文化センター（講座内容不明） 
・金融広報委員会（ファイナンシャルプランに関すること、赤字家計の再生

に関すること） 

・講座を利用したことがないと回答した方のうちの半数が、「講座等にあて

る授業時間数の確保が難しい」と回答 
・「その他」として、「初任のためまだ、利用したことがない」、「３部制のた

め授業で取り入れるのには難しいと思われる。」との回答があった。 

0

0

0

2

3

5

人 1人 2人 3人 4人 5人 6人

実施したい授業の内容と、各主体が実施して

いる講座の内容が合わなかった

講師の日程が合わず、実施できなかった

他の優先課題があり取り組めない

講座に関する情報がなく、よく知らなかった

授業実施の決定から、授業を行うまでの期間

が短く、外部に依頼する手続を行う時間がな

かった

講座等にあてる授業時間数の確保が難しい

2-4. 講座等を利用しなかった理由（2-1.で「利用したことがない」と回答した理由）

（ｎ=10） 



 

6 
 

３．学習教材について  

・「ＤＶＤ等映像の教材」については、ほとんどの方が回答 
・次いで、「ボードゲーム等グループワークで使える教材」と回答した人が

多かった。 
・「その他」として、「リスキーな心理傾向を知るためのグループワーク」と

いう回答があった。 

6

7

15

19

人 5人 10人 15人 20人

インターネット（パソコン等）を活用した教材

紙媒体（チラシ、ワークシート等）による教材

ボードゲーム等グループで使える教材

DVD等映像の教材

3-1. 今後、授業で使用したい教材

（ｎ=20） 

（複数回答） 



 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・「スマートフォン、インターネットに関するトラブル」と回答した人が一

番多かった。 
・次いで、「消費生活に関する法律と行政の役割等」、「契約とは何か」、「食

品や製品の安全と表示について」、「多重債務・家計管理」と回答した人が多

かった。 
・「その他」として、「自分の収入に見合った、身の丈に合った暮らしと消費

を考えさせる授業」という回答があった。 

5

8

8

11

11

11

12

12

12

12

16

人 5人 10人 15人 20人

フェアトレード

金融商品・投資に関するトラブル

お金について（お金の大切さ）

悪質商法

クレジットカードの仕組みについて

クーリング・オフ制度

多重債務・家計管理

食品や製品の安全と表示について

契約とは何か

消費生活に関する法律と行政の役割等

スマートフォン、インターネットに関するトラブル

3-2. 消費者教育に関する教材で希望するテーマ

（ｎ=20） 

（複数回答） 

（参考）インターネットに関するトラブル ～個人間売買により加害者となるリスク～  

・インターネット上で個人同士が商品や役務を取引できるフリマアプリやフリマサイト等、

フリーマーケットサービス（以下、フリマサービス）の利用が消費者の間で広がっている。

相談内容をみると、商品を購入した消費者から「商品が届かない」「壊れた商品・偽物等が届

いた」等の相談などが寄せられている。 

＜出典：独立行政法人 国民生活センター 平成 30 年２月 22 日 報道資料＞ 

 

・一方、奈良県警は 2017 年９月にフリマサービスで、コンピューターウイルスの入手方法

に関する情報を出品していたとして、中学２年生の男子生徒を児童相談所に通告し、この中

学生から情報を購入していた 14 歳～19 歳の少年４人も、あわせて書類送検をした。 

 このように、出品する内容（化粧品や医薬品など）によっては、知らぬ間に加害者になっ

てしまうというリスクも潜んでいる。 
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４．消費者教育の現状認識や課題等について  

（ｎ=18） 

17 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
1

相談窓口を設けている 0

特に相談窓口を

設けていない
17

その他 1

4-1. 生徒の消費者被害の把握方法について

（ｎ=18） 

・「特に相談窓口を設けていない」と回答した人がほとんどだった。 
・「その他」として、「授業で知ることが多い」という回答があった。 

・「授業時間等余裕がなく対応が難しい」という回答が半数以上あった。 
・次いで、「授業手法の工夫が必要だと思う」、「教員のスキルアップを図る

必要があると思う」という回答が多かった。 
・「その他」として、「今よりも時間が欲しいが、なかなか取れない」、「家庭

科の内容は豊富でなかなか消費者教育の確保が厳しい現状がある」という回

答があった。 

0

1

1

3

8

9

11

人 2人 4人 6人 8人 10人 12人

特に必要性は感じていない

現状十分に取り組めていると思う

活用できる教材が少ない

生徒の興味・関心を持たせるのが難しい

教員のスキルアップを図る必要があると思う

授業手法の工夫が必要だと思う

授業時間等余裕がなく対応が難しい

4-2. 消費者教育の必要性と現状について

（ｎ=18） 

（複数回答） 
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1

1

1

4

4

11

13

人 5人 10人 15人

指導者や講師となる人材の情報が得られない

活用できる教材が少ない

特にない

どのような工夫をすればよいか迷っている

生徒の興味・関心を持たせるのが難しい

教員もスキルアップを図る必要がある

家庭科の授業だけでは不十分である

4-3. 成年年齢の引下げを踏まえた消費者教育推進の課題

（ｎ=18）

（複数回答） 

・「家庭科の授業だけでは不十分である」と回答した人が多かった。 
・次いで、「教員もスキルアップを図る必要がある」と回答した人が多かっ

た。 
・「その他」として、「特にクレジットカードの多重債務は実感がわかない」、

「これまでも成人後の生活を意識させ、授業を行ってきているが、高校在校

中に成人となり、責任が生まれることを十分意識させていきたいと考える」

との回答があった。 
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５．消費者行政への要望・意見について 
 

【教材や情報に関するご意見】 
・キャッシュレス化への対応に関する資料・情報（スマホ決済の仕組みなど）

が欲しい。 
・クレジットカードの仕組みや利用上の注意、落とし穴などがまとまったＤ

ＶＤがあると嬉しい。 
・若者向けのクレジットカード利用について、現状に合ったＤＶＤが欲しい。 

5-1. 消費者行政への要望・御意見について 
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